
県土マネジメント部における土木工事の
週休２日試行工事実施要領の改定について



土木工事の週休２日試行工事について

○働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成３０年７月６日公布）

・時間外労働の上限規制（４５時間/月かつ３６０時間/年）

・上限規制を超える場合、雇用主に懲役又は罰金

建設業においては５年の猶予期間後、令和６年４月１日から適用

平成３０年度より週休２日試行工事を実施建設業の働き方改革の推進

現 行 変 更

方式 受注者希望型 変更なし

対象工事
災害復旧工事等を除く全ての土
木工事

変更なし

積算
当初は週休２日で計上

達成できない場合は現場閉所率
に応じて減額変更

変更なし

成績評価 週休２日を達成したときに評価
４週単位の週休２日を達成したと
きに評価

週休２日を推進するため、試行要領を改定

●令和５年９月１日以降に入札公告又は指名通知する工事から適用



『４週単位の週休２日を達成した』とは

①対象期間（工事着手日から完成通知日）を４週単位に区切り、その単位毎に
４週閉所率を算出

②４週閉所率が２８．５％以上となった単位数が対象期間の全単位数に占める
割合を算出し、８０％以上であれば達成

土木工事の週休２日試行工事について

「４週単位の週休２日」の達成例

８０％以上で
達成
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率（％）

90.00

42.86

28.5％以上 ○ ○ ○ ○

32.14 21.42 28.57 28.57
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32.14
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× ○ ○ ○ ○

28.57
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４週閉所率

単位 1 2 3 4

実績（％） 28.57 28.57 28.57

5 6

４週閉所率 = 
現場閉所を行った日数

２８日


